
  
 

一 

 
 

 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
ホ
中
「
半
壊
し
、
居
室
の
壁
、
床
又
は
天
井
の
い
ず
れ
か
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
過
半
の
補
修
を
含
む
相

当
規
模
の
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
を
「
半
壊
し
た
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
、
百
万
円
」
を
「
、
二
百
万
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
二

百
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
万
円
」

を
「
二
百
万
円
」
に
、
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
三
百
万
円
」
を
「
六
百
万
円
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
」
を
「
五
十
万
円
に
、
当
該
被
災
世
帯
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世

帯
で
あ
る
と
き
は
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
」
の
下
に
「
を
加
え
た
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万

円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
十
五
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
額
は
、
」
の
下
に
「
五
十
万
円
に
」
を
、
「
高
い
」
の
下
に
「
も
の
を
加
え
た
」
を
加
え
、
同
条

第
七
項
中
「
及
び
第
五
項
中
」
の
下
に
「
「
二
百
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
五
十
万
円
」
と
、
」
を
加
え
、
「
、
「
五
十
万
円
」

と
あ
る
の
は
「
三
十
七
万
五
千
円
」
と
」
を
削
り
、
「
二
百
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
、
「
百
五
十
万
円
」
を
「
三
百
万
円
」



 

  
 

二 

に
、
「
三
百
万
円
」
を
「
六
百
万
円
」
に
、
「
二
百
二
十
五
万
円
」
を
「
四
百
五
十
万
円
」
に
、
「
第
五
項
中
「
二
十
五
万
円
」
」

を
「
前
二
項
中
「
五
十
万
円
」
」
に
、
「
十
八
万
七
千
五
百
円
」
を
「
三
十
七
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
中
「
二
分
の
一
」
を
「
三
分
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
次
項
に
お
い
て

「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
（
同
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
発
生
し
た
自

然
災
害
に
よ
り
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
（
同
項
に
お
い
て
「
支
援
金
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２ 

適
用
日
以
後
に
発
生
し
た
自
然
災
害
に
よ
り
被
災
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
被
災
者

生
活
再
建
支
援
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
支
援
金
の
支
払
は
、
新
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
す

べ
き
支
援
金
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
検
討
） 



  
 

三 

第
二
条 

政
府
は
、
被
災
者
の
生
活
の
再
建
の
支
援
に
関
連
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
被
災
者
が
そ
の
置
か
れ
て
い
る

状
況
に
応
じ
た
必
要
な
支
援
を
円
滑
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
二
分
の
一
」
を
「
三
分
の
二
」
に
改
め
る
。





  
 

五 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

被
災
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
よ
る
生
活
の
再
建
の
支
援
等
の
充
実
を
図
る
た
め
、
昨
今
の
物
価
の
高
騰
等
の
状
況
を
踏

ま
え
て
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
に
係
る
国
の
補
助
の
割
合
を
引

き
上
げ
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。





  
 

七 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
十
八
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


